
国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月10日
国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 8月31日
国　税／ 12月決算法人の中間申告 8月31日
国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 8月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日
地方税／個人事業税第1期分の納付
 都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
 市町村の条例で定める日
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eLTAX　地方公共団体で組織・運営する（一社）地方税電子化協議会が地方税の申告、
申請、納税等の手続きをインターネットで電子的に行う地方税ポータルシステム。ポー
タルセンタで一括で受け付けた申告データ等を各地方公共団体へ送信するため、経理担
当者の事務手続きが簡素化できます。なお、今月25・26日には休日も運用されます。

ワンポイント◆ 8月の税務と労務 8月 （葉月）AUGUST

11日・山の日

日 月 火 水 木 金 土

暑
中
お
見
舞
い

　
　
　
申
し
上
げ
ま
す

 ・ 

 5 

12 

19 

26 

 ・ 

 6 

13 

20 

27 

 ・ 

 7 

14 

21 

28 

 1 

 8 

15 

22 

29 

 2 

 9 

16 

23 

30 

 3 

10 

17 

24 

31 

 4 

11 

18 

25 

 ・

編 集 発 行

㈱ハンズホールディングス
〒860-0811
熊本県熊本市中央区本荘

6丁目8-7
TEL. 0 9 6（ 3 7 5 ）4 3 4 0
FAX. 0 9 6（ 3 7 5 ）4 3 4 1



　
中
小
企
業
経
営
者
の
方
は
、
販
路

拡
大
、商
品
開
発
、在
庫
管
理
等
様
々

な
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
・
Ａ
氏
は
、

こ
れ
ら
経
営
上
の
課
題
か
ら
生
じ
る

困
難
は
、
ベ
テ
ラ
ン
経
営
者
な
ら
何

と
か
克
服
す
る
、
し
か
し
、
経
営
外

の
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
で
冷
静
さ

を
失
う
場
合
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に

よ
り
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
が

あ
る
、
と
注
意
し
ま
す
。

　
で
は
、
Ａ
氏
の
注
意
す
る
内
容
は

「
一
、
金
を
貸
す
。
二
、
判
（
印
鑑
）

を
つ
く
。
三
、
役
（
役
職
）
に
就
く

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
金
を
貸
す

な
、
判
を
つ
く
な
、
役
つ
く
な
、
の

三
つ
の
こ
と
を
し
な
い
こ
と
が
難
を

避
け
る
」
と
い
い
ま
す
。

　
Ａ
氏
は
〝
三
ス
ル
ナ
〞
と
口
癖
の

よ
う
に
話
し
ま
す
。

一

　金
を
貸
す
ナ

　〝
私
は
お
金
に
関
し
て
は
、
し
っ
か

り
管
理
し
て
い
る
〞
と
思
っ
て
い
る

経
営
者
は
多
い
で
す
。

　
実
際
に
は
売
掛
金
の
回
収
遅
れ
は

相
手
企
業
に
お
金
を
貸
し
て
い
る
こ

と
で
す
が
、
こ
の
こ
と
は
経
営
上
の

こ
と
で
す
の
で
、
皆
様
も
対
処
す
る

で
し
ょ
う
。

　
Ａ
氏
の
話
す
〝
金
を
貸
す
〞
と
は

経
営
外
の
こ
と
で
す
。

　
事
例
を
見
ま
し
ょ
う
。

　
兵
庫
県
Ｋ
区
、
土
木
基
礎
工
事
業

Ｎ
社
、
社
長
Ｎ
。
業
歴
十
五
年
、
従

業
員
十
一
名
。

　
四
十
代
後
半
の
社
長
Ｎ
さ
ん
は
度

胸
が
あ
る
と
他
所
の
人
は
見
て
い
る

し
、
自
分
も
そ
の
気
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
普
段
、
社
員
か
ら
「
社
長
！
マ
ー

ジ
ャ
ン
で
負
け
た
の
で
、
給
料
日
ま

で
五
万
円
貸
し
て
く
れ
」
と
か
、
知

人
か
ら
「
田
舎
の
お
ふ
く
ろ
の
見
舞

い
に
行
く
ん
で
、
今
月
中
に
は
返
す

か
ら
十
万
円
貸
し
て
く
れ
」
…
。

　
こ
の
様
な
際
に
気
前
良
く
金
を
出

す
一
方
、
Ｋ
信
金
の
定
期
預
金
で
は

積
ん
だ
り
、
積
ま
な
か
っ
た
り
と
な

っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
あ
る
時
、
大
き
な
工
事
が
遅
れ
予

定
し
た
資
金
が
入
ら
ず
、
Ｋ
信
金
に

借
入
を
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
否
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
い
ま
ま
で
貸
し
て
く
れ
た
の
に
…
。

資
金
繰
り
に
困
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

Ｎ
さ
ん
の
弟
の
友
人
か
ら
「
俺
が
知

っ
て
い
る
所
が
金
を
貸
し
て
く
れ
る

ヨ
」
と
Ｓ
社
（
街
金
業
者
）
を
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。

　
違
和
感
は
あ
っ
た
も
の
の
〝
一
時

し
の
ぎ
に
は
こ
う
い
う
方
法
も
あ
る
〞

と
ば
か
り
金
を
借
り
た
の
で
す
。

　
一
ヵ
月
後
返
済
の
金
額
は
ム
リ
と

Ｓ
社
へ
平
身
低
頭
し
て
説
明
し
た
と

こ
ろ
、
Ｓ
社
は
ア
ッ
サ
リ
と
快
諾
。
　

こ
の
様
な
繰
り
返
し
の
後
、
Ｎ
さ
ん

は
Ｓ
社
の
言
わ
れ
る
ま
ま
、
委
任
状

や
ら
不
動
産
謄
本
、
訳
の
分
ら
な
い

書
類
に
次
々
と
判
を
押
し
、
九
ヵ
月

後
に
倒
産
。（
注
、
街
金
業
者
は
手

形
貸
付
、
保
証
人
貸
付
、
担
保
貸
付

等
の
各
々
得
意
分
野
で
の
融
資
を
行

う
。Ｓ
社
は
担
保
貸
付
業
者
に
当
た
る
）

　
Ｎ
さ
ん
の
例
に
見
る
だ
け
で
は
な

く
個
人
間
の
金
の
貸
し
借
り
は
し
な

い
よ
う
注
意
し
て
下
さ
い
。

二

　判
を
つ
く
ナ

　
判
を
つ
い
て
の
失
敗
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
事
例
で
見
ま
し
ょ
う
。

　
東
京
都
Ｓ
区
、機
械
加
工
業
Ｄ
社
、

社
長
Ｄ
。
業
歴
四
十
一
年
、
従
業
員

二
十
三
名
。

　
Ｄ
さ
ん
の
外
出
は
多
く
、
留
守
の

間
に
印
鑑
が
必
要
な
こ
と
も
度
々
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
Ｄ
さ
ん
は
役

員
が
判
を
つ
く
こ
と
を
大
目
に
見
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
…
。

　
現
在
、
Ｄ
さ
ん
は
奥
さ
ん
に
ズ
ボ

ン
の
裏
に
ポ
ケ
ッ
ト
を
縫
っ
て
も
ら

い
印
鑑
を
持
ち
歩
い
て
い
ま
す
。

　
何
故
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
Ｄ

さ
ん
は
決
し
て
し
ゃ
べ
ろ
う
と
は
し

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
親
し
い
経
営
者

に
だ
け
話
し
ま
す
。「
僕
は
実
印
を

押
す
時
は
髪
の
毛
を
一
本
、
書
類
の

上
に
お
い
て
押
印
す
る
ん
だ
。
あ
る

契
約
を
巡
り
、
裁
判
沙
汰
に
な
り
、

経
営
者
が

や
っ
て
は

い
け
な
い
事
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そ
の
時
に
誰
が
実
印
を
押
し
た
の
か

が
焦
点
と
な
っ
た
が
、
裁
判
所
は
鑑

定
の
結
果
、
髪
の
毛
の
な
い
押
印
で

あ
る
と
私
の
主
張
を
認
め
て
く
れ
た
」

と
の
こ
と
で
、
Ｄ
さ
ん
は
難
を
逃
れ

た
そ
う
で
す
。

　
話
を
本
題
に
戻
し
ま
す
。

　
Ａ
氏
の
言
う
〝
判
を
つ
く
ナ
〞
は

〝
連
帯
保
証
人
の
印
鑑
を
押
す
ナ
〞

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
確
か
に
、
裁
判
に
な
っ
て
も
連
帯

保
証
の
判
が
押
し
て
あ
る
案
件
は
ど

う
に
も
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
弁

護
士
の
意
見
で
す
。

　
金
融
機
関
が
中
小
企
業
経
営
に
対

す
る
融
資
を
実
行
す
る
場
合
、
借
入

本
人
以
外
に
他
の
人
の
連
帯
保
証
を

求
め
る
場
合
は
多
い
。

　
金
融
機
関
に
と
っ
て
債
権
保
全（
融

資
の
回
収
）
は
、
借
入
本
人
だ
け
で

は
心
許
無
い
た
め
、
保
証
人
を
と
り

融
資
を
実
行
し
よ
う
と
し
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
金
融
機
関
側
に
す

れ
ば
、
保
証
人
は
借
入
れ
を
行
っ
た

本
人
の
代
位
弁
済
を
す
る
こ
と
は
、

当
然
の
義
務
で
あ
る
と
考
え
ま
す
し
、

保
証
人
側
か
ら
す
れ
ば
、「
俺
は
頼
ま

れ
た
か
ら
判
を
つ
い
た
だ
け
だ
ヨ
」

と
い
っ
た
意
識
の
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
。

　
下
表
は
金
融
機
関
の
連
帯
保
証
の

扱
い
を
紹
介
し
た
も
の
で
す
が
、
見

て
頂
く
と
、
連
帯
保
証
の
意
味
が
ご

理
解
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。

三

　役
つ
く
ナ

　
東
京
Ｊ
地
域
の
信
用
金
庫
関
係
者

の
集
ま
り
の
話
で
す
。

　
Ｙ
支
店
長
が
、「
私
の
と
こ
ろ
で

は
ゴ
ル
フ
会
が
あ
り
、
会
員
企
業
Ｘ

社
の
Ｘ
社
長
に
会
長
を
お
願
い
し
て

い
る
が
、
そ
の
後
、
何
が
原
因
な
の

か
分
ら
な
い
が
Ｘ
社
の
業
績
が
落
ち

て
き
て
い
る
」
と
話
し
ま
す
。
す
る

と
他
の
信
用
金
庫
支
店
長
も
、「
私
の

所
も
だ
」
と
同
調
す
る
声
が
挙
が
っ

た
そ
う
で
す
。

　
ま
た
、
地
方
自
治
体
の
商
工
相
談

員
の
話
で
も
「
多
く
の
商
店
会
長
の

店
を
見
て
い
る
が
、ど
う
い
う
訳
か
、

そ
の
店
が
繁
盛
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
な
い
」
と
言
い
ま
す
。

　
先
述
の
Ａ
氏
に
よ
る
と
、「
商
店

会
長
の
役
職
の
労
力
が
十
だ
と
す
れ

ば
、
副
会
長
や
他
の
役
員
は
二
又
は

三
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ゴ
ル
フ
会
と
い

っ
た
一
見
、
簡
単
そ
う
に
思
え
る
会

で
も
、会
長
と
な
る
と
毎
回
出
席
し
、

し
か
も
会
の
運
営
に
気
を
配
る
の
は
、

か
な
り
の
労
力
を
使
う
」
と
話
し
ま

す
。

　
経
営
者
の
方
は
同
業
組
合
、
商
工

団
体
か
ら
町
会
、
青
少
年
育
成
委
員

会
等
々
い
ろ
い
ろ
な
所
か
ら
、「
顔

を
チ
ョ
ッ
と
出
す
だ
け
で
良
い
で
す

か
ら
」
と
役
員
を
頼
ま
れ
る
こ
と
が

あ
る
で
し
ょ
う
。

　
無
下
に
断
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
位
労
力
を
自

分
は
使
え
る
か
を
考
え
、
安
易
に
引

き
受
け
る
こ
と
は
避
け
た
い
も
の
で

す
。

　保証人に対しての督促は、時期及び方法が適切でなければ、一般的な協力が
得られず、代位弁済交渉は難行する。また、保証人は、一般に返済意思が弱く、
債務者と親類、取引先、知人等の関係にあるから、債務者の返済履行にその関
係の活用も考えられる。
保証人督促にあたっての留意事項

留意事項 内容

①保証意思の再確認

　保証人督促でまず行うことは保証意思の再確認で
す。これは、審査・契約時の意思確認のフォローで
あり、保証否認の防止を図るためである。
　保証意思の再確認にあたり、次の措置をとる。
イ．面接した時には、今後の返済方法などを記載の
念書等に署名をもらうよう努力する。

ロ．債権者との関係、保証した動機等を確認すると
ともに書面でまとめる。

ハ．保証人あて郵便により保証人であることの事実
を通知する。

②延滞の事実と延滞状
況の通知

　保証人は、債権者が延滞したことにより、代位弁
済の危険を負担しなければならないことから、延滞
の事実は早めに通知するとともに、延滞状況及び債
権者との交渉経過を知らせる。

③債権者から保証人督
促の猶予を求められ
たとき

イ．債権者に対し返済計画を立てさせ、当計画の履
行の厳守を条件とし、万が一、履行を怠るときは、
保証人への督促を実施する旨を確約させる。

ロ．債務者の弱点である保証人との関係を活用し、
約束履行のないまま引きずられて、管理が中断し
ないよう注意する。

※　表は元金融機関・関係者の話等を参考に作成
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平
成
三
十
年
一
月
一
日
以
後
の
相

続
、
遺
贈
又
は
贈
与
か
ら
、
宅
地
の

評
価
方
法
と
し
て
「
地
積
規
模
の
大

き
な
宅
地
の
評
価
」
が
適
用
さ
れ
、

従
来
の
「
広
大
地
の
評
価
」
は
廃
止

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
土
地
所
有
者
の
中
に
は
、
相
続
税

等
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
整
理
し

て
み
ま
す
。

１
　
制
度
の
目
的

　
広
大
地
と
は
、
そ
の
地
域
に
お
け

る
標
準
的
な
宅
地
に
比
べ
て
著
し
く

地
積
が
広
大
な
宅
地
の
こ
と
で
、
そ

の
評
価
は
戸
建
て
分
譲
を
行
う
場
合

に
道
路
・
公
園
等
の
負
担
が
必
要
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、
面
積

が
広
く
な
る
ほ
ど
評
価
額
が
減
額
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
広
大
地
の

評
価
方
法
で
は
、
土
地
の
形
状
に
よ

り
、
そ
れ
を
加
味
し
て
決
ま
る
取
引

価
格
と
相
続
税
評
価
額
が
大
き
く
乖

離
し
て
い
る
事
例
が
多
く
発
生
し
た

た
め
、
二
十
九
年
度
税
制
改
正
大
綱

で
広
大
地
評
価
に
つ
い
て
、
各
土
地

の
個
性
に
応
じ
て
形
状
・
面
積
に
基

づ
き
評
価
す
る
方
法
へ
の
見
直
し
や

適
用
要
件
の
明
確
化
が
盛
り
込
ま
れ
、

二
十
九
年
十
月
に
国
税
庁
が
財
産
評

価
基
本
通
達
を
見
直
し
ま
し
た
。

２
　
地
積
規
模
の
大
き
な
宅
地
の
評

価
の
概
要

⑴

　地
積
規
模
の
大
き
な
宅
地
と
は

　
三
大
都
市
圏
に
お
い
て
は
五
〇
〇

㎡
以
上
の
地
積
の
宅
地
、
三
大
都
市

圏
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
一
〇
〇
〇

㎡
以
上
の
地
積
の
宅
地
を
い
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
以
下
の
宅
地
に
つ
い
て

は
、
適
用
対
象
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

①
　
市
街
化
調
整
区
域
（
都
市
計
画

法
第
三
十
四
条
第
十
号
又
は
第
十

一
号
の
規
定
に
基
づ
き
宅
地
分
譲

に
係
る
同
法
第
四
条
第
十
二
項
に

規
定
す
る
開
発
行
為
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
区
域
を
除
く
）
に
所
在

す
る
宅
地

②
　
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
が
工

業
専
用
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る

地
域
に
所
在
す
る
宅
地

③
　
指
定
容
積
率
が
四
〇
〇
％
（
東

京
都
の
特
別
区
に
お
い
て
は
三
〇

〇
％
）
以
上
の
地
域
に
所
在
す
る

宅
地

④
　
評
価
通
達
二
二

－

二
に
定
め
る

大
規
模
工
場
用
地

⑵

　対
象
と
な
る
宅
地

　
地
積
規
模
の
大
き
な
宅
地
の
評
価

の
対
象
と
な
る
宅
地
は
、
路
線
価
地

域
に
所
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

地
積
規
模
の
大
き
な
宅
地
の
う
ち
、

普
通
商
業
・
併
用
住
宅
地
区
及
び
普

通
住
宅
地
区
に
所
在
す
る
も
の
と
な

り
ま
す
。

　
倍
率
地
域
に
所
在
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
地
積
規
模
の
大
き
な
宅
地

に
該
当
す
る
宅
地
で
あ
れ
ば
対
象
と

な
り
ま
す
。

　
な
お
、市
街
地
農
地
等
に
つ
い
て
、

地
積
規
模
の
大
き
な
宅
地
の
評
価
の

適
用
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
宅

地
へ
の
転
用
を
す
る
に
は
多
額
の
造

成
費
を
要
す
る
た
め
、
経
済
合
理
性

の
観
点
か
ら
転
用
が
見
込
め
な
い
場

合
等
を
除
き
、
適
用
対
象
と
な
り
ま

す
（
市
街
地
周
辺
農
地
、
市
街
地
山

林
及
び
市
街
地
原
野
も
同
様
）。
た

だ
し
、
路
線
価
地
域
に
あ
っ
て
は
、

宅
地
の
場
合
と
同
様
に
、
普
通
商
業
・

併
用
住
宅
地
区
及
び
普
通
住
宅
地
区

に
所
在
す
る
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

３
　
評
価
方
法

⑴

　路
線
価
地
域
に
所
在
す
る
場
合

　
路
線
価
に
奥
行
価
格
補
正
率
や
不

整
形
地
補
正
率
な
ど
の
各
種
画
地
補

正
率
の
ほ
か
、
規
模
格
差
補
正
率
を

乗
じ
て
求
め
た
価
額
に
、
そ
の
宅
地

の
地
積
を
乗
じ
て
計
算
し
た
価
額
に

よ
っ
て
評
価
し
ま
す
。

　
評
価
額
＝
路
線
価
×
奥
行
価
格
補

正
率
×
不
整
形
地
補
正
率
な
ど
の
各

種
画
地
補
正
率
×
規
模
格
差
補
正
率

×
地
積
（
㎡
）

⑵

　倍
率
地
域
に
所
在
す
る
場
合

　
次
の
①
の
価
額
と
②
の
価
額
の
い

ず
れ
か
低
い
価
額
で
評
価
し
ま
す
。

地
積
規
模
の

　
　
大
き
な
宅
地
の
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
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①
　
そ
の
宅
地
の
固
定
資
産
税
評
価

額
に
倍
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
価

額
②
　
そ
の
宅
地
が
標
準
的
な
間
口
距

離
及
び
奥
行
距
離
を
有
す
る
宅
地

で
あ
る
と
し
た
場
合
の
一
㎡
当
た

り
の
価
額
に
、
普
通
住
宅
地
区
の

奥
行
価
格
補
正
率
、
不
整
形
地
補

正
率
な
ど
の
各
種
画
地
補
正
率
の

ほ
か
、
規
模
格
差
補
正
率
を
乗
じ

て
求
め
た
価
額
に
、
そ
の
宅
地
の

地
積
を
乗
じ
て
計
算
し
た
価
額

⑶

　規
模
格
差
補
正
率

　
規
模
格
差
補
正

率
は
、
上
の
算
式

に
よ
っ
て
計
算
し

ま
す
。

泫
上
記
算
式
に
よ

り
計
算
し
た
規

模
格
差
補
正
率

は
、
小
数
点
以

下
第
二
位
未
満

を
切
り
捨
て
る
。

　
算
式
中
の「
Ⓑ
」

及
び
「
Ⓒ
」
は
、

地
積
規
模
の
大
き

な
宅
地
の
所
在
す

る
地
域
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
図
表
１
の
と

お
り
で
す
。

規模格差
補正率 = Ⓐ×Ⓑ＋Ⓒ ×0.8地積規模の

大きな宅地の地積（Ⓐ）

図表1　三大都市圏に所在する宅地

地区区分 普通商業・併用住宅地区、
普通住宅地区

記号
Ⓑ Ⓒ

地積（㎡）

500以上 1,000未満 0.95 25

1,000 〃 3,000 〃 0.90 75

3,000 〃 5,000 〃 0.85 225

5,000 〃 0.80 475

三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地区区分 普通商業・併用住宅地区、
普通住宅地区

記号
Ⓑ Ⓒ

地積（㎡）

1,000以上 3,000未満 0.90 100

3,000 〃 5,000 〃 0.85 250

5,000 〃 0.80 500

（国税庁資料）

図表 2「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象の判定のためのフローチャート

評価対象地

普通商業・併用住宅地区又は普通住宅地区に
所在するか

三大都市圏においては 500㎡以上、それ以外の地域においては 1,000 ㎡以上の
地積を有しているか

市街化調整区域（都市計画法第 34条第 10号又は第 11号の規定に基づき宅地分譲
に係る開発行為を行うことができる区域を除く。）に所在するか

都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在するか

指定容積率が 400％（東京都の特別区においては 300％）以上の地域に所在するか

評価通達 20-2 の「地積規模の
大きな宅地の評価」の適用対象

評価通達 20-2 の「地積規模の
大きな宅地の評価」の適用対象外

路線価地域に所在 倍率地域に所在

大規模工場用地に該当するか Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

No
No

No

No

No

No
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労
災
保
険
で
は
、
仕
事
中
や
通
勤

途
中
の
災
害
に
よ
り
生
じ
た
傷
病
に

対
し
、
保
険
給
付
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
今
回
は
、
通
勤
途
中
の
被
災
に
つ

い
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。

　一

　通
勤
災
害
と
は

㈠

　原
則

　
労
災
保
険
に
お
け
る
「
通
勤
」
と

は
、
就
業
に
関
し
、
次
の
①
か
ら
③

の
移
動
を
、
合
理
的
な
経
路
及
び
方

法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
い
い
、
業
務

の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
例
え
ば
、

緊
急
用
務
の
た
め
休
日
に
呼
出
し
を

受
け
て
出
勤
す
る
な
ど
）
を
除
く
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
住
居
と
就
業
の
場
所
と
の
間
の

往
復

②
　
就
業
の
場
所
か
ら
他
の
就
業
の

場
所
へ
の
移
動

③
　
住
居
と
就
業
の
場
所
と
の
間
の

往
復
に
先
行
し
、
又
は
後
続
す
る

住
居
間
の
移
動
（
例
え
ば
、
転
任

に
伴
い
、
住
居
と
就
業
の
場
所
と

の
間
を
日
々
往
復
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
っ
た
た
め
住
居
を
移
転
し
、

配
偶
者
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な

っ
た
労
働
者
の
住
居
間
の
移
動
な

ど
。）

　「
合
理
的
な
経
路
及
び
方
法
」と
は
、

就
業
に
関
す
る
移
動
の
場
合
に
、
一

般
に
労
働
者
が
用
い
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
経
路
及
び
方
法
を
い
い
ま
す
。

　
合
理
的
な
経
路
に
つ
い
て
は
、
通

勤
の
た
め
に
通
常
利
用
す
る
経
路
で

あ
れ
ば
、
複
数
あ
っ
た
と
し
て
も
そ

れ
ら
の
経
路
は
い
ず
れ
も
合
理
的
な

経
路
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
当
日
の
交
通
事
情
に
よ
り

迂
回
し
て
と
る
経
路
な
ど
、
通
勤
の

た
め
に
や
む
を
得
ず
利
用
し
た
経
路

も
合
理
的
な
経
路
と
な
り
得
ま
す
。

　
た
だ
し
、
特
段
の
合
理
的
な
理
由

も
な
く
、
著
し
い
遠
回
り
と
な
る
経

路
を
と
る
場
合
な
ど
は
、
合
理
的
な

経
路
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
次
に
、
合
理
的
な
方
法
に
つ
い
て

は
、
鉄
道
、
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機

関
を
利
用
す
る
場
合
、
自
動
車
、
自

転
車
等
を
本
来
の
用
法
に
従
っ
て
使

用
す
る
場
合
、
徒
歩
の
場
合
等
、
通

常
用
い
ら
れ
る
交
通
方
法
を
平
常
用

い
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
に
合
理
的
な
方
法
と
な
り
ま
す
。

㈡

　逸
脱
・
中
断
が
あ
る
と
き

　
移
動
の
経
路
を
逸
脱
し
、
又
は
移

動
を
中
断
し
た
場
合
に
は
、
逸
脱
又

は
中
断
の
間
及
び
そ
の
後
の
移
動
は

「
通
勤
」
と
は
扱
わ
れ
ま
せ
ん
。

　
し
た
が
っ
て
、
私
用
の
た
め
に
通

常
用
い
て
い
る
経
路
を
逸
れ
た
り
、

立
ち
寄
っ
た
場
所
が
あ
る
と
き
は
、

逸
脱
や
中
断
後
に
被
災
し
て
も
、
そ

の
傷
病
に
つ
い
て
は
労
災
保
険
の
保

険
給
付
の
対
象
と
さ
れ
な
い
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
通
勤
途
中
の
逸
脱
又
は

中
断
が
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為（
後

述
）
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

行
う
た
め
の
最
小
限
度
の
も
の
で
あ

る
場
合
は
、
逸
脱
又
は
中
断
の
間
を

除
き
通
勤
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
（
例

え
ば
、
通
常
の
経
路
に
戻
っ
た
後
の

被
災
に
よ
る
傷
病
が
保
険
給
付
の
対

象
と
な
り
得
る
。）。

　「
日
常
生
活
上
の
必
要
な
行
為
」
と

は
、
以
下
の
行
為
で
す
。

①
　
日
用
品
の
購
入
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
行
為

②
　
職
業
訓
練
や
学
校
教
育
、
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
教
育
訓
練
で

あ
っ
て
職
業
能
力
の
開
発
向
上
に

資
す
る
も
の
を
受
け
る
行
為

③
　
選
挙
権
の
行
使
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
行
為

④
　
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
診

察
又
は
治
療
を
受
け
る
こ
と
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為

⑤
　
要
介
護
状
態
に
あ
る
配
偶
者
、

子
、父
母
、配
偶
者
の
父
母
、孫
、

祖
父
母
お
よ
び
兄
弟
姉
妹
の
介
護

（
継
続
的
に
、
ま
た
は
反
復
し
て

行
わ
れ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

※
　
⑤
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
よ

り
通
勤
災
害
の
対
象
範
囲
の
変
更

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　二

　保
険
給
付

㈠

　保
険
給
付
の
種
類

　
通
勤
災
害
に
伴
っ
て
支
給
さ
れ
る

保
険
給
付
に
は
次
の
も
の
が
あ
り
ま

す
。

①
　
療
養
給
付

　
診
察
や
治
療
等
の
現
物
給
付
と
し

て
行
わ
れ
ま
す
。
労
災
病
院
以
外
で

療
養
を
受
け
る
と
き
等
に
は
、
療
養

の
費
用
の
支
給
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
健
康
保
険
制
度
の
よ
う
に
療
養
機

関
の
窓
口
で
の
一
部
負
担
金
（
例
え

ば
、
医
療
費
の
三
割
を
負
担
す
る
な

ど
）
が
生
じ
な
い
点
は
、
労
災
保
険

と
健
康
保
険
の
異
な
る
点
で
す
。

②
　
休
業
給
付

通
勤
災
害
の
認
定
・

保
険
給
付
等
（
労
災
保
険
）



　
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は
疾
病

に
か
か
り
療
養
の
た
め
に
働
く
こ
と

が
で
き
ず
、
給
与
の
支
給
が
な
い
と

き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
休
業
の
第
四
日
目
か
ら
支
給
さ
れ
、

休
業
一
日
に
つ
き
、
給
付
基
礎
日
額

（
平
均
賃
金
相
当
額
）
の
六
十
％
が

支
給
さ
れ
ま
す

③
　
傷
病
年
金

　
傷
病
年
金
は
、
労
働
者
が
仕
事
上

の
ケ
ガ
や
病
気
で
療
養
（
治
療
等
）

を
開
始
し
て
か
ら
一
年
六
か
月
を
経

過
し
て
も
治
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
傷

病
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
傷
病
等
級

表
に
該
当
す
る
場
合
に
そ
の
障
害
の

状
態
が
続
い
て
い
る
間
支
給
さ
れ
ま

す
。
年
金
の
給
付
日
数
は
、
ケ
ガ
等

の
程
度
に
応
じ
、
給
付
基
礎
日
額
の

三
百
十
三
日
分
か
ら
二
百
四
十
五
日

分
で
す
。

④
　
障
害
給
付
（
年
金
ま
た
は
一
時

金
）

　
傷
病
が
治
っ
た
後
に
身
体
に
残
っ

た
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
年
金
（
障

害
等
級
第
一
級
か
ら
第
七
級
）
ま
た

は
一
時
金
（
障
害
等
級
第
八
級
か
ら

第
十
四
級
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑤
　
遺
族
給
付
（
年
金
ま
た
は
一
時

金
）

　
通
勤
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
と
き

に
は
、
一
定
要
件
を
満
た
す
遺
族
に

遺
族
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
遺
族
が
い
な
い
場
合
や
遺
族
年

金
を
受
け
て
い
た
受
給
権
者
の
す
べ

て
の
人
が
権
利
を
失
っ
た
場
合
に
、

す
で
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
年
金
の
合

計
額
が
給
付
基
礎
日
額
の
千
日
分
に

満
た
な
い
と
き
は
、
一
定
の
遺
族
に

対
し
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑥
　
葬
祭
給
付

　
通
勤
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
労
働

者
の
葬
祭
を
行
う
者
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

　
支
給
額
は
、
三
十
一
万
五
千
円
に

給
付
基
礎
日
額
の
三
十
日
分
を
加
算

し
た
額
（
こ
の
額
が
、
給
付
基
礎
日

額
の
六
十
日
分
に
満
た
な
い
場
合
に

は
給
付
基
礎
日
額
の
六
十
日
分
）
と

さ
れ
ま
す
。

⑦
　
介
護
給
付

　
通
勤
途
中
の
負
傷
や
疾
病
に
よ
り
、

一
定
の
障
害
が
残
っ
て
い
る
労
働
者

が
常
時
介
護
又
は
随
時
介
護
を
受
け

て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
支

給
額
は
、
常
時
介
護
ま
た
は
随
時
介

護
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
等
に
よ

り
上
限
額
や
最
低
保
障
額
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
労
災
保
険
で
は
、
保
険
給

付
と
併
せ
て
特
別
支
給
金
の
支
給（
例

え
ば
、
休
業
給
付
受
給
者
に
は
給
付

基
礎
日
額
の
二
十
％
）
も
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

㈡

　業
務
上
災
害
と
の
差
異

　
業
務
上
災
害
と
通
勤
災
害
で
は
、

保
険
給
付
の
内
容
（
休
業
補
償
給
付

と
の
給
付
割
合
や
各
種
給
付
の
支
給

日
数
な
ど
）
は
同
じ
で
す
が
、
①
の

療
養
給
付
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
二
百
円
の
一
部
負
担
金

が
徴
収
さ
れ
る
点
は
、
業
務
上
災
害

の
と
き
と
異
な
り
ま
す
。

　
二
百
円
の
一
部
負
担
金
は
病
院
等

の
窓
口
で
支
払
う
の
で
は
な
く
、
②

の
休
業
給
付
を
受
け
る
と
き
に
、
休

業
給
付
の
額
か
ら
減
額
す
る
方
法
に

よ
り
行
わ
れ
ま
す
（
休
業
給
付
を
受

け
な
い
者
や
、
同
一
の
通
勤
災
害
に

係
る
療
養
給
付
に
つ
い
て
既
に
自
己

負
担
金
を
納
付
し
た
者
な
ど
は
一
部

負
担
金
を
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
）。

　三

　第
三
者
行
為
災
害

　
通
勤
途
中
に
交
通
事
故
に
遭
遇
し

た
場
合
な
ど
、
災
害
が
第
三
者
の
行

為
等
で
生
じ
た
と
き
（
第
三
者
行
為

災
害
と
い
い
ま
す
。）
は
被
災
者
等

は
第
三
者
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
権

を
取
得
す
る
と
同
時
に
、
労
災
保
険

に
対
し
て
も
給
付
請
求
権
を
取
得
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
同
一
の
事
由
に
つ
い

て
両
者
か
ら
損
害
の
て
ん
補
を
受
け

る
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
際
の
損
害
額

よ
り
多
く
が
支
払
わ
れ
不
合
理
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
第
三
者
行
為
災
害
に

関
す
る
労
災
保
険
給
付
と
民
事
損
害

賠
償
と
の
支
給
調
整
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
　
先
に
政
府
が
労
災
保
険
給
付
を

し
た
と
き
は
、
政
府
は
、
被
災
者

等
が
第
三
者
に
対
し
て
有
す
る
損

害
賠
償
請
求
権
を
労
災
保
険
給
付

の
価
額
の
限
度
で
取
得
す
る
。

②
　
被
災
者
等
が
第
三
者
か
ら
先
に

損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
政

府
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
で
労
災

保
険
給
付
を
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

　
被
災
者
等
が
第
三
者
行
為
災
害
に

つ
い
て
労
災
保
険
給
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、「
第
三
者
行
為

災
害
届
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
提
出
時
に
添
付
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
書
類
も
あ
り
ま
す
。

　
第
三
者
行
為
災
害
に
該
当
す
る
と

き
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
不
明
点
等

は
、
被
災
者
の
所
属
す
る
事
業
場
を

管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

7─８月号



　社員が５人、10人と増えていくと、従
来は、できて「当たり前」、やるのが「当た
り前」ということができなくなっています。
　あの松下幸之助氏も、「事業を始めた当
初は、家内と義弟の３人で、いわば食べん
がために、ごくささやかな姿で始めたこと
もあり……。」
　大半の方は、事業の出発時は松下氏と同
様であり、起業後の一定の時期、発展段階
で悩むことになる。
　つまり、社員の数が少なかった時は、少
なかったその上に、もっとも優秀な社員で
ある経営者が密着して指導していたからで
す。換言しますと、その企業の社員である
経営者のウエイトの高さが利益の高さにつ
ながっていると言えます。
　創業時、２～３人で頑張っている時期は
企業活動の「当たり前」を「当たり前」にで
きていたのですが、従業員が増えてくると、

それを制度として定着させることが企業存
続のための条件となるのです。
　経営状態を把握するために、月次決算を
できるだけ早く行う。
　「当たり前」のことの中に、経理関係、
つまりはお金のこと（調達の問題ではあり
ません）の把握が重要です。
　日々の経営の状況は試算表という形で把
えます。ところが、足踏み状態の企業でそ
の試算表の作成が１か月も２か月近くも遅
れている。
　少しでも問題を早く把握して対策を打つ
ことで問題が発生しても火は小さく、消す
こともできるのです。
　業種によっては、月次決算を「次の月の
一週間が経過した時点まで」というのは厳
しいかもしれませんが、最低限必要な科目
の動きが試算表で掴めればよいのです。と
にかく、大筋を早く把握する。そのために
会計事務所と相談して欲しいものです。

重要な経理

　ファーストペンギンという言葉を聞いた
ことがありますか？
　これは、海に魚がいる（えさがある）と
リスクを冒して最初に飛び込んでいくペン
ギンのこと。
　これに対し、セカンドペンギン達は、他
がうまくいったので実行しようというペン
ギンの群れをいうそうです。
　中小企業経営者はファーストペンギンと
同様、“答えが無い難関と困難”に日々、
向き合います。
　さて、巷には“自社のドメインを決めて
差別化の戦略を構築するには”等の経営セ
ミナーが盛んに開催されています。
　残念ながら自社の経営には役立たないこ
とが度々です。
　何故ならば、経営者は答えの無い課題に
取り組む（成功確率は22％ともいわれる）
ファーストペンギンだからです。

ファーストペンギン　
経
営
理
念
を
作
る
と
き
の
ヒ
ン
ト

に
「
三
人
の
石
切
職
人
の
話
」
が
あ

り
ま
す
。

　
旅
人
が
、
彼
ら
三
人
に
「
何
を
し

て
い
る
の
か
」
と
聞
く
と
、
職
人
Ａ

―
生
活
を
す
る
た
め
に
お
金
を
稼
い

で
い
る
。
職
人
Ｂ
―
硬
い
石
を
切
る

た
め
努
力
し
て
い
る
。
職
人
Ｃ
―
皆

の
安
ら
ぎ
の
場
と
な
る
教
会
を
作
っ

て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
答
え
が
経
営
理
念
で
、

経
営
理
念
は
経
営
し
て
い
く
上
で
の

判
断
基
準
に
な
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
経
営
理
念
は
「
い
っ
た

い
経
営
者
は
事
業
で
何
を
成
し
遂
げ

た
い
の
か
」
と
い
う
答
え
を
指
す
の

で
す
。

　
さ
て
、〝
目
標
は
大
き
け
れ
ば
大

き
い
程
良
い
〞
と
い
う
経
営
理
念
は

誤
り
で
す
。
作
成
者
の
寿
命
か
ら
み

て
、
そ
の
期
間
内
に
実
行
可
能
か
否

か
を
考
慮
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

経
営
理
念
を
作
る
と
き
に
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